
専用ホームページで全国にPRできます！

改修工事に対する補助金が受けられます！

入居者の確保がしやすくなります！

・手数料は無料、掲載料も無料。

・登録はすべてWeb上で完結。

・住戸面積が18㎡以上であれば登録可能（熊本市独自の基準緩和）。

・改修の際に1/3以内、最大200万円/戸の補助制度あり。

・住宅金融支援機構による改修工事費の融資制度あり。

・行政の相談窓口で登録物件をご案内。

・居住支援団体や不動産関係団体のネットワークを活用可能。

「セーフティネット住宅登録制度」

登録のメリット

①

高齢者や障がい者、子育て世帯等といった住宅の確保にお困りの方と、賃貸住宅の

空き室をお持ちのオーナー様をつなぐ制度があります。

空き室などの入居者募集にご活用下さい。

※裏面のお問い合わせ一覧①参照
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